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○佐久市総合評価落札方式実施要綱 

平成20年11月25日告示第121号 

改正 

平成22年７月13日告示第146号 

平成23年２月16日告示第９号 

平成23年８月26日告示第118号 

平成24年２月10日告示第７号 

平成24年８月21日告示第105号 

平成27年２月９日告示第15号 

平成30年３月31日告示第80号 

令和元年８月20日告示第111号 

佐久市総合評価落札方式実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐久市事後審査型一般競争入札実施要綱（平成20年佐久市告示第68号。以下「一

般競争入札実施要綱」という。）に基づいて行う事後審査型一般競争入札（以下「事後審査型一般

競争入札」という。）において、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２の規定

に基づき、価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式（以下「総合評価落札方式」とい

う。）を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式の対象となる建設工事は、事後審査型一般競争入札の対象となる建設工事

のうち、次の各号のいずれかに該当するもので、佐久市建設工事請負人等選定委員会（佐久市建設

工事請負人等選定委員会規程（平成17年佐久市訓令第52号）第１条に規定する佐久市建設工事請負

人等選定委員会をいい、以下「市選定委員会」という。）が指定するものとする。 

(１) 入札者の工事成績、工事実績、技術者の能力、社会貢献等（以下「工事成績等」という。）

と入札価格を一体として評価することが妥当とされるもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、総合評価落札方式によることが適当であると認められるもの 

（総合評価の方法） 

第３条 総合評価落札方式で定める評価（以下「総合評価」という。）は、次に掲げる評価点による

ものとする。 

(１) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点をいう。 

(２) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点をいう。 

(３) 価格以外の評価点 入札者の工事成績等から算定した評価点をいう。 

２ 前項各号の評価点は、総合評価点算定基準（別記）に基づき配点するものとする。 

（学識経験者の意見聴取） 

第４条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するに当たっては、次に掲げる場合に、あらか

じめ２人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

(１) 落札者決定基準（総合評価落札方式により落札者を決定する基準をいう。以下同じ。）を定

めようとするとき。 

(２) 前号の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しよう

とするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴き、改めて意見を聴く必要

があるとの意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするとき。 

（落札者決定基準の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による意見聴取の結果を踏まえ、市選定委員会の審議を経て、落札者決

定基準を決定するものとする。 

（公告） 

第６条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施するときは、次に掲げる事項を公告するものと

する。 

(１) 総合評価落札方式を採用していること。 

(２) 落札者決定基準における評価項目及び配点に関すること。 

(３) 入札参加の申請時、入札時及び落札候補者の資格審査時に提出が必要な資料に関すること。 
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(４) 落札者の決定方法に関すること。 

(５) 価格以外の評価結果の公表及び評価結果に対する疑義照会に関すること。 

（入札参加の申請時に必要な資料） 

第７条 総合評価落札方式による入札に参加しようとする者（以下「入札参加申請者」という。）は、

事後審査型一般競争入札参加申請書（総合評価落札方式）（様式第１号）の提出と同時に、価格以

外の評価点申請書（様式第２号）を提出しなければならない。 

２ 前項の価格以外の評価点申請書を提出しない者の入札参加の申請は、無効とする。 

（価格以外の評価点の決定） 

第８条 価格以外の評価点は、入札参加申請者が提出した価格以外の評価点申請書に基づき、市選定

委員会が審査し、決定するものとする。 

２ 市選定委員会の委員長は、審査結果を市長に報告するものとする。 

（価格以外の評価点の公表及び疑義照会） 

第９条 市長は、前条の規定により決定した価格以外の評価点について、開札後に、価格以外の評価

点審査結果書（様式第３号）により公表するものとする。 

２ 入札者は、前項の規定により公表された日の翌日から起算して２日（佐久市の休日を定める条例

（平成17年佐久市条例第２号）第１条に規定する休日を除く。）以内に、自らの価格以外の評価点

に係る疑義について、価格以外の評価点に係る疑義照会書（様式第４号）により市長に対して照会

することができる。 

３ 市長は、前項の規定による疑義の照会があった場合は、市選定委員会の審査に付し、回答するも

のとする。 

４ 第１項の規定は、前項の規定による審査の結果、価格以外の評価点を修正した場合について準用

する。 

（入札及び総合評価点の算出） 

第10条 総合評価落札方式による入札は、第８条の規定により価格以外の評価点が決定した後に行う

ものとする。 

２ 総合評価点の算出は、入札書が無効でない者のうち、入札書に記載した金額が予定価格（消費税

及び地方消費税の額を除く。）の制限の範囲内のものであって、佐久市低入札価格調査制度実施要

領（以下「低入札価格調査実施要領」という。）第４条の規定により失格とならない者について行

うものとする。 

（落札候補者の決定方法） 

第11条 落札候補者は、総合評価点の最も高い者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、総合評価点の最も高い者の入札価格によっては契約内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められる場合又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められる場合は、他の総合評価点が最も

高い者を落札候補者とする。 

３ 前２項の場合において、総合評価点の最も高い者が２者以上ある場合は、その者のうちで低入札

価格調査実施要領第３条に規定する調査基準価格に最も近い価格を提示した者を落札候補者とする。 

４ 前項の場合において、調査基準価格に最も近い価格を提示した者が２者以上ある場合は、くじ引

により落札候補者を決定するものとする。 

（落札者の決定及び総合評価点の公表） 

第12条 一般競争入札実施要綱第11条の規定に基づき、落札候補者が入札の公告に示す入札参加資格

要件（以下「資格要件」という。）を満たしていることの審査を行い、審査の結果、資格要件を満

たしている場合には、当該落札候補者を落札者として決定するものとする。落札候補者が資格要件

を満たしていない場合は、次に総合評価点が高い者から順次審査を行い、最初に資格要件を満たし

ている者を落札者とする。 

２ 市長は、前項の規定により落札者が決定した場合は、第10条の規定により算出した総合評価点に

ついて、総合評価結果書（様式第５号）により公表するものとする。 

（虚偽記載等に対する措置） 

第13条 市長は、総合評価に関して提出された資料の虚偽の記載等の悪質な行為があったことが確認

された場合は、当該落札者との契約を解除する等の必要な措置を講ずるものとする。 
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（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式による入札の実施に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成22年７月13日告示第146号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年２月16日告示第９号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年８月26日告示第118号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年10月１日から施行し、同日以後に開催する選定委員会等において審議に付

される建設工事等について適用する。ただし、この要綱による改正後の佐久市事後審査型一般競争

入札実施要綱第９条第２項及び第10条第４項の規定は、同日以後の入札の公告に係る競争入札から

適用する。 

附 則（平成24年２月10日告示第７号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式試行要綱（以

下「新要綱」という。）の規定は、平成24年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。

ただし、新要綱の入札参加等停止に係る規定は、告示の日以後の入札公告に係る総合評価落札方式か

ら適用する。 

附 則（平成24年８月21日告示第105号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成24年10月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（平成27年２月９日告示第15号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成27年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（平成30年３月31日告示第80号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、平成30年６月１日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

附 則（令和元年８月20日告示第111号） 

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市総合評価落札方式実施要綱の規

定は、同日以後の入札の公告に係る競争入札から適用する。 

 

別記（第３条関係） 
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※２ 「障害者の雇用に関する状況報告書」（写し）又は「障害

者雇用状況の申出書」（様式第６号）を提出すること。 

      ｂ 経営事項審査の「労働福祉の状況（Ｗ１）」が 30 点以上の

場合に評価する。（0.5 点） 

※１ 上記の点数を加点する。 

      ※２ 「労働福祉の状況（Ｗ１）」は、公告日の直近に通知され

た「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下「通

知書」という。）中の「労働福祉の状況」の点数により確認す

るため、通知書の写しを提出すること。 

      ｃ 経営事項審査の「労働福祉の状況（Ｗ１）」のうち、「雇用保

険加入」、「健康保険及び厚生年金保険加入」のいずれかの項

目にマイナス評価がある者を減点する。（－1.0 点） 

      ※１ 上記の点数を減点する。 

      ※２ この項目の該当者は、公告日の直近に通知された「通知

書」中の「労働福祉の状況」のうち、「雇用保険加入の有無」

欄又は「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」欄に「無」

の表示がある者とする。 

     ③ 労働環境（必須）：公告日現在での「労働安全衛生マネジメン

トシステム（ＯＨＳＡＳ18000 シリーズ又はＩＳＯ45001）又

は建設業労働安全衛生マネジメント（ＣＯＨＳＭＳ）」の認証取

得状況により評価する。（0.25 点） 

※１ 上記の点数を加点する。 

      ※２ 認定（認証）を証明する登録証等の写しを提出すること。 

    イ 地域貢献 

     ① 地域貢献活動（必須）：公告日において、佐久市又は長野県が

実施するアダプトシステム実施要領に基づき実施される地域

貢献活動において、次のいずれかに掲げる協定書を締結してい

る者で、前年度における実績（以下「実績」という。）を有する

者を評価する。（最大 1.0 点） 

ア 佐久市との協定による協定書（２者協定） 

イ 長野県及び佐久市との協定による協定書（３者協定等） 

       ａ 路線延長 2,500m 以上又は活動面積 2,500 ㎡以上の実績

がある場合（1.0 点） 

ｂ 路線延長 1,500m 以上 2,500ｍ未満又は活動面積 1,500 ㎡ 
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以上 2,500 ㎡未満の実績がある場合（0.8 点） 

ｃ 路線延長 500ｍ以上 1,500m 未満又は活動面積 500 ㎡以

上 1,500 ㎡未満の実績がある場合（0.6 点） 

ｄ 路線延長 500m 未満又は活動面積 500 ㎡未満の実績があ

る場合（0.4 点） 

ｅ 上記ア又はイに掲げる協定書を締結しており実績がない

場合（0.2 点） 

※１ 上記ａ～ｅのうち、いずれかの点数を加点する。 

※２ 路線延長又は活動面積は、道路又は公園の「建設業者アダ

プトシステム事業の評価点に反映させる場合における活動

内容基準」（以下「活動内容基準」という。）による換算延長

又は換算面積とする。 

※３ 複数の協定書（県との３者協定を含む。）による場合は、

その合計延長（面積）とする。 

※４ 上記の実績とは、活動内容基準に定める活動回数等を満た

すものをいう。 

※５ 路線延長、活動面積のいずれにも実績がある場合は、実績

の合計値を路線延長又は活動面積に換算した数値により、該

当する評価基準項目の加点を行う。 

※６ 同一区間又は区域において、複数の事業者が協定を締結し、

活動した場合で、協定書により路線延長又は活動面積が明確

でない場合は、同一区間又は区域における路線延長又は活動

面積を当該事業者数で除した数値を１事業者当たりの実績

とみなす。 

※７ 佐久市との協定（２者協定）による場合は「アダプトシス

テム事業活動確認通知書」（写し）を提出すること。複数の協

定（県との３者協定を含む。）による場合は、佐久市又は長野

県と締結されたアダプトシステム事業の協定書、活動計画書

（予定表）、活動報告書、参加者名簿（写し）及び完了写真を

提出すること。 

 

② 市内本店業者の施工割合（選択）：元請金額に対する市内元請

業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合の高い者につ

いて評価する。（最大 1.0 点）  
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      ａ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合

が高い者（1.0 点） 

             ｂ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合

がａより低く、ｃより高い者（0.5 点） 

ｃ 市内元請業者及び市内本店下請業者の施工予定金額の割合

がｂより低い者（0 点） 

※１ 上記ａ、ｂいずれかの点数を加点する。 

      ※２ 求める施工予定金額の割合は、案件ごとに決定するもの

とし、下請については、一次下請について評価する。 

      ※３ 「市内業者施工予定調書」（様式第７号）を提出すること。 

      ※４ 「市内業者施工予定調書」の全体工事費に対する割合及

び施工予定割合については、小数点以下第１位を四捨五入

した整数とする。 

 

③ 災害協定（選択）：公告日において、佐久市と「災害時における

応急対策等の協力に関する協定」を締結している者を評価する。 

（0.5 点） 

      ※１ 上記の点数を加点する。 

 

    ④ 除雪契約（選択）：前年度に佐久市と道路除雪業務委託契約を締

結している者を評価する。（0.5 点） 

      ※１ 上記の点を加点する。 

      ※２ 毎年１２月１日公告分から当該シーズンの除雪契約者に

切り替えるものとする。 

 

    ⑤ 消防団協力事業所（必須）：公告日において、佐久市消防団協力

事業所として表示証の交付を受けている者を評価する。（0.5 点） 

      ※１ 上記の点を加算する。 

       

   ウ 入札参加等停止（必須）：公告日から過去１年以内に佐久市からの

入札参加又は指名の停止（以下「入札参加等停止」という。）を受け

た者を減点する。 （マイナス評価） 

     減点数＝通算入札参加等停止月数×（－0.5 点） 

※１ 上記の点数を減点する。  
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     ※２ １～２週間の入札参加等停止は０．５月、３週間は１月と

して算出する。 

     ※３ 公告日から１年前の応答日に入札参加等停止中は、その入

札参加等停止の全期間の月数とする。 

 

６ 価格以外の評価内容の確保 

価格以外の評価項目の内容が満足できない場合の措置は、以下のとおり

とする。 

（１）価格以外の評価項目の内容を担保するため、評価項目の内容に著

しい差異があるときは、佐久市財務規則（平成１７年佐久市規則第

３９号）第１２８条第４項の規定による契約解除を行うことができ

るものとする。 

（２）虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、入札参加等停

止措置を講ずることとする。 

（３）（１）又は（２）に至らない場合であっても、合理的な理由なく著

しい差異があるときは、工事成績評定を減点する。  
様式第１号（第７条関係） 
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13/19 

様 式 第 ２ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

価  格  以  外  の  評  価  点  申  請  書  

住   所                          
工 事 名                                                                  
                                      商 号 又 は 名 称                        

○印  
代 表 者 氏 名                         

※ 記 入 の 際 は 、「 佐 久 市 総 合 評 価 落 札 方 式 実 施 要 綱 」 及 び 表 下 の （ 注 ） を 参 照 し て く だ さ い 。  

評  価  項  目  

必
須  
選
択  

評 価 内 容  評 価 基 準  
該 当  

項 目 に  
○ 印  

配 点  
評 価 点  
（ 自 己  
採 点 ）  

番

号 

添 付 す べ き 提 出 書 類  

企

業

の

技

術

力 

企

業

の

施

工

能

力 

工 事
成 績  

必
須  

平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 か
ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
ま で に し ゅ ん 工 し た
佐 久 市 発 注 工 事 の 工
事 成 績 評 定 点（ 個 々 に
通 知 済 み ）を 基 に 算 出  

算 出 方 法 （ 佐 久 市 が 算 定 ）  
評 価 点 ＝ 5 点 ×（ 工 事 成 績
点 － 6 5）／（ 全 入 札 者 中 の
最 高 工 事 成 績 点 － 6 5）  
（ 小 数 点 以 下 第 ３ 位 四 捨
五 入 第 ２ 位 止 め ）  

 
最 大  

5  

工 事 成
績 点  

・ 佐 久 市 か ら 受 注 し た す べ て
の 工 事 の 成 績 評 定 点 （ 単 純 平
均 ） を 記 入 す る こ と 。  

 

 ①  
← は 佐 久 市 が 記 入 し ま す
の で 、 空 欄 の こ と 。  

工 事
実 績  

選
択  

過 去 １ ５ 年 間 の 同 種 ・
類 似 工 事 の 施 工 実 績
（ 実 績 の 規 模・ 内 容 等
は 案 件 ご と に 決 定 ）  

施 工 実 績 が 豊 富 で あ る 者   1  

 ②  

・ 施 工 実 績 を 確 認 で き る
も の（ 履 行 証 明 書 、Ｃ Ｏ Ｒ
Ｉ Ｎ Ｓ し ゅ ん 工 登 録 デ ー
タ 等 の 写 し ）  

施 工 実 績 を 有 す る 者   0 . 5  

施 工 実 績 な し   0  

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力 

保 有
資 格  

選
択  

主 任 （ 監 理 ） 技 術 者
の 資 格  

１ 級 ○ ○ 施 工 管 理 技 士 等 の
資 格 を 有 す る 者   1  

 ③  

・ 確 認 で き る も の の 写 し  
・ 資 格 の 異 な る 複 数 の 者
を 申 請 す る 場 合 は 、 下 位
の 者 の 点 数 と す る こ と 。  ２ 級 ○ ○ 施 工 管 理 技 士 等 の

資 格 を 有 す る 者   0  

技 術
者 実
績  

選
択  

過 去 １ ５ 年 間 の 同 種 ・
類 似 工 事 の 主 任 （ 監
理 ）技 術 者 と し て の 施
工 実 績 （ 実 績 の 規 模 ・
内 容 等 は 案 件 ご と に
決 定 ）  

成 績 評 定 値 8 0 点 以 上 の 施
工 実 績 あ り  

 1  

 ④  

・ 施 工 実 績 を 確 認 で き る
も の（ 履 行 証 明 書 、Ｃ Ｏ Ｒ
Ｉ Ｎ Ｓ し ゅ ん 工 登 録 デ ー
タ 等 の 写 し ）  

成 績 評 定 値 6 5 点 以 上 8 0 点
未 満 の 施 工 実 績 あ り  

 0 . 5  

成 績 評 定 値 6 5 点 未 満 又 は
施 工 実 績 な し  

 0  

企

業

の

社

会

性

・

地

域

性 

社

会

貢

献 

環 境
対 策  

必
須  

環 境 対 策 へ の 取 組  

Ｉ Ｓ Ｏ 1 4 0 0 1 又 は エ コ ア ク
シ ョ ン 2 1 認 証 取 得 事 業 所  

 0 . 5  
 ⑤  

・登 録 証 等（ 附 属 書 と も ）
の 写 し  

取 得 し て い な い   0  

労 働
福 祉  

必
須  

障 害 者 雇 用  

障 害 者 を 常 用 労 働 者 と し
て 、 法 定 雇 用 障 害 者 数 を 上
回 っ て 雇 用 し て い る 又 は 法
定 雇 用 義 務 は な い が 雇 用 し
て い る  

 0 . 2 5  

 ⑥  

※ ２ （ 下 記 注 参 照 ）  
・ 障 害 者 の 雇 用 に 関 す る
状 況 報 告 書（ 写 し ）又 は 障
害 者 雇 用 状 況 の 申 出 書  
（ 様 式 第 6 号 ）  障 害 者 を 常 用 労 働 者 と し

て 、 法 定 雇 用 障 害 者 数 を 上
回 っ て 雇 用 し て い な い 又 は
雇 用 し て い な い  

 0  

労 働 環 境 と し て 、  
経 営 事 項 審 査 の 労 働
福 祉 の 状 況 （ Ｗ １ ）  

3 0 点 以 上 で あ る   0 . 5  
 ⑦  

・ 直 近 に 交 付 さ れ た 経 営
規 模 等 評 価 結 果 通 知 書 ・
総 合 評 定 値 通 知 書（ 写 し ） 

3 0 点 未 満 で あ る   0  

「 雇 用 保 険 加 入 」、「健 康 保
険 及 び 厚 生 年 金 保 険 加 入 」
の 項 目 に マ イ ナ ス 評 価 が
あ る （ 減 点 ）  

 － 1   ⑧  

労 働
環 境  

必
須  

労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ
メ ン ト シ ス テ ム 等 へ
の 取 組 み  

労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト
シ ス テ ム （ Ｏ Ｈ Ｓ Ａ Ｓ
1 8 0 0 0 シ リ ー ズ 又 は Ｉ Ｓ Ｏ
4 5 0 0 1 ） 又 は 建 設 業 労 働 安
全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ
ム （ Ｃ Ｏ Ｈ Ｓ Ｍ Ｓ ） の 認 証
取 得 事 業 所  
 

 
 
 

 

 0 . 2 5  

 ⑨  登 録 証 等 の 写 し  

取 得 し て い な い   0  
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地

域

貢

献

等 

地 域
貢 献
活 動  

必
須  

佐 久 市 内 に お け る ア
ダ プ ト シ ス テ ム 事 業
活 動 の 有 無 （ 換 算 延
長 、 換 算 面 積 ）  

 
 

路 線 延 長 2 , 5 0 0 m 以 上 又 は
活 動 面 積 2 , 5 0 0 ㎡ 以 上 の 実
績 あ り  

 1  

 

⑩  

・ 佐 久 市 と の 2 者 協 定 の
場 合 、 ア ダ プ ト シ ス テ ム
事 業 活 動 確 認 通 知 書 （ 写
し ）  

・複 数 の 協 定 書（ 県 と の 3
者 ）の 場 合 、佐 久 市 又 は 長
野 県 と 締 結 さ れ た ア ダ プ
ト シ ス テ ム 事 業 の 協 定
書 、活 動 計 画 書（ 予 定 表 ）、
活 動 報 告 書 、 参 加 者 名 簿
（ 写 し ） 及 び 完 了 写 真  

路 線 延 長 1 , 5 0 0 m 以 上
2 , 5 0 0 m 未 満 又 は 活 動 面 積
1 , 5 0 0 ㎡ 以 上 2 , 5 0 0 ㎡ 未 満
の 実 績 あ り  

 0 . 8  

路 線 延 長 5 0 0 m 以 上
1 , 5 0 0 m 未 満 又 は 活 動 面 積
5 0 0 ㎡ 以 上 1 , 5 0 0 ㎡ 未 満 の
実 績 あ り  

 0 . 6  

路 線 延 長 5 0 0 m 未 満 又 は 活
動 面 積 5 0 0 ㎡ 未 満 の 実 績 あ
り  

 0 . 4  

 
協 定 書 を 締 結 し て お り 、 実
績 な し  

 0 . 2  
・ 協 定 書 及 び 活 動 計 画 書
（ 予 定 表 ）  

協 定 書 な し   0   

市 内
本 店
業 者
の 施
工 割
合  

選
択  

元 請 金 額 に 対 す る 市
内 元 請 業 者 及 び 市 内
本 店 下 請 業 者 の 施 工
予 定 金 額 の 割 合  

a  (割 合 の 高 い 者 )   1  

 ⑪  ・ 市 内 業 者 施 工 予 定 調 書  
b  (割 合 が a よ り 低 く c よ り
高 い 者 )  

 0 . 5  

c  (割 合 が b よ り 低 い 者 )   0  

災 害
協 定  

選
択  

佐 久 市 と の 災 害 時 協
力 協 定 等 締 結 の 有 無  

締 結 し て い る   0 . 5  
 ⑫  ・ 提 出 す る も の は な し  

締 結 し て い な い   0  

除 雪
契 約  

選
択  

佐 久 市 と の 道 路 除 雪
業 務 委 託 契 約 の 締 結
の 有 無（ 1 2 月 １ 日 公 告
分 か ら 当 該 シ ー ズ ン
の 契 約 と し て 切 り 替
え る ）  

道 路 除 雪 業 務 委 託 契 約 を 締
結 し て い る  

 0 . 5  

 ⑬  ・ 提 出 す る も の は な し  

締 結 し て い な い   0  

消 防
団 協
力 事
業 所  

必
須  

佐 久 市 消 防 団 協 力 事
業 所 と し て の 表 示 証
の 交 付 の 有 無  

交 付 を 受 け て い る   0 . 5  

 ⑭  ・ 提 出 す る も の は な し  

交 付 を 受 け て い な い   0  

入 札
参 加
等 停
止  

必
須  

過 去 １ 年 以 内 の 入 札
参 加 等 停 止 期 間 に 応
じ て マ イ ナ ス 評 価  

通 算 入 札 参 加 等 停 止 月 数 ×  
（ － 0 . 5 点 ）  

 
マ イ ナ ス  

評 価  
 ⑮  ・ 提 出 す る も の は な し  

合 計 （ ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ＋ ⑧ ＋ ⑨
＋⑩ ＋ ⑪＋ ⑫＋ ⑬ ＋ ⑭ ＋ ⑮ ）  

価 格 以 外 の 評 価 点  

（ 合 計 点 ）  
8～ 1 3   

← は 佐 久 市 が 記 入 し ま す の
で 、 空 欄 の こ と 。  

（ 注 ）  

※ １  表 に つ い て は 、 太 枠 内 （ 該 当 項 目 欄 に は ○ 印 を 、 評 価 点 欄 に は 該 当 す る 配 点 ） の み 記 入 す る こ と 。  

※ ２  障 害 者 の 雇 用 に 関 す る 状 況 報 告 書 の 提 出 義 務 の あ る 者 は 、 そ の 写 し を 提 出 す る こ と 。  

※ ３  添 付 す べ き 提 出 書 類 は 、 こ の 申 請 書 の 次 に ① ～ ⑮ の 順 に 添 付 す る こ と 。   
様式第３号（第９条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 
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様式第５号（第12条関係） 
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様式第６号（別記関係） 
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様式第７号（別記関係） 
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